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特定事業⽤建築物から出るごみ・資源の排出傾向を⾒ると、「段ボール」の排出量の

総量は最も多いものの、そのほとんどが資源化されるため処分量は抑えられている。

これに対し、「その他紙」、「⾷品廃棄物」、「その他」は、「段ボール」に次いで排出量

が多いうえに資源化が進んでおらず、これら 3 品⽬の処分量が処分量全体の 9 割以上

を占める（図 4）。「その他」には、組成割合で 2 番⽬に多く確認されているプラスチ

ックが多く含まれると考えられるが、事業活動に伴って⽣じた廃プラスチックは産業

廃棄物に分類されるため、事業系⼀般廃棄物を扱う減量報告書には反映されない 11。

このことは、のちに論じるデータシステムの管理主体の適任者についての議論にも関

係する。 

 

 
図 4 福岡市特定事業⽤建築物のごみ内訳 

福岡市「特定事業⽤建築物におけるごみ減量・再資源化の取組状況（平成 30 年度）」 
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11 ⽇本のごみは、「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律（廃棄物処
理法）」によって、事業活動に伴
って⽣じた「産業廃棄物」と産業
廃棄物以外の「⼀般廃棄物」に分
類され、「⼀般廃棄物」は、事業
系⼀般廃棄物と家庭系⼀般廃棄物
に分けられる。 
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2. ごみのデータ管理 

2.1. 静脈データの現状 
上述のようなごみのデータは、減量・再資源化を進めるうえで重要なエビデンスと

なる。しかし、特定事業⽤建築物の所有者らに⾏ったヒアリング調査 12 では、⾃らの

減量計画書や統計データを、ごみ削減を図るための⾒直しの検討材料として活⽤した

例は確認できなかった。つまり、ごみの排出量データは、報告義務への対応に必要な

データとしてしか扱われていない。こうしたデータの活⽤が不⼗分である実態は、ご

み分野以外でも指摘されている。⾃治体が保有するデータの活⽤の限界として、紙デ

ータしかない、必要なデータを出⼒するための機能がない、データ項⽬が活⽤を想定

して設計されていない、個⼈情報の取り扱いや⽬的外利⽤の許諾などデータ利⽤のル

ールが整備されていない、データの⼊⼒規則が守られていない、データを利活⽤でき

る⼈材がいない、などが挙げられている(4)。こうした指摘に配慮しつつ、ごみのデー

タ管理を進める必要がある。 

 

2.2. 何を管理するか：電⼦マニフェスト 
ごみのデータ管理の例として、⽇本では、1990 年に産業廃棄物の管理を⽬的に導⼊

された産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度がある。1993 年には、有害廃棄物のマ

ニフェスト利⽤が義務化され、1998 年には、電⼦マニフェストが導⼊され、すべての

産業廃棄物がマニフェスト（紙・電⼦いずれか）の対象となった。マニフェストの⽬

的は、産業廃棄物の⾏き先を管理し、不法投棄を未然に防⽌することである。つまり、

「産業廃棄物が適正に処理されたかどうか」を確認するための、廃棄物の「流れ」を

管理する設計になっている。マニフェストでは、廃棄物が、kg、m3、個、式等のばら

ばらの単位で記録され、どのような荷姿であるかが記録されるが、数量を把握する設

計にはなっていない（表 1）。⼀⽅、本研究で提⽰するごみのデータ管理システムにお

いては、資源としての価値を⾼めるための情報として、ごみの数量や品⽬、排出者の

業種等が重要になってくる。資源の流れを監視するのではなく、資源の賦存量を⾒え

る化し、市場価値を付与するということが⽬的となる。 

 
  

 
 
 
 
 
12 詳細は、URC「Society 5.0」第
3 章を参照 
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表 1 マニフェストの概要 

目目的的：：  産業廃棄物の行き先を管理し、不法投棄を未然防止 

利利用用対対象象：：  産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に適用 

措措置置命命令令とと罰罰則則：：  記載漏れや写しを保存しないと罰則の対象措置 

管管理理すするる情情報報：：   産業廃棄物の種類（金属くず、がれき類、動物性残渣等） 

 数量（kg、m3、個、式等） 

 荷姿（バラ、コンテナ等） 

 交付番号・整理番号 

 交付担当者 

 排出事業者 

 運搬受託者 

 処分受託者 

 最終処分の場所 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）A 票を参考に著者作成 

 

2.3. どう利⽤するか：普及と⽤途の拡⼤ 
⽇本の電⼦マニフェスト制度は、導⼊されてから 20 年以上が経過している。しかし、

普及率は 2005 年以降伸びを⾒せるものの、60%に留まっている（図 12）。 

⼀⽅、海外の電⼦マニフェストの導⼊状況を⾒ると、韓国では、導⼊時期は 2001 年

と⽇本より数年遅れたものの、2008 年には、電⼦マニフェスト（Allbaro システム）

の利⽤を義務化し、100%の普及率となっている。Allbaro システムでは、廃棄物の引

き継ぎ情報の管理（マニフェスト）以外に、許認可情報を⼀元化し、廃棄物の実績報

告や廃棄物の統計情報を管理している。こうした多様なデータの活⽤は、普及率が⾼

まるほど広がりを持つようになる。幅広い活⽤⽅法を担保することで利⽤者の増加も

⾒込まれることから、普及率と多⾯的なデータシステムの活⽤⽅法の両輪を同時に⾼

めていくことが望まれる。 

 

 
図 5 福岡市特定事業⽤建築物における品⽬別資源化率 

JWNet 電⼦マニフェストの加⼊・登録状況 （2020 年 2 ⽉ 29 ⽇現在） 
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3. データシステムの設計 

3.1. データシステムの構図 
以上のような背景を踏まえ、本研究では、次のようなごみのデータシステムの構築

を提案する。提案するシステムは、ごみ・資源物の排出量データを中⼼に、静脈と動

脈の物質循環をデータでつなぎ、サプライチェーンを⾒える化する。先述のとおり、

"What gets measured, gets managed"（計測できるものは管理できる）という企業経

営における原則を、静脈物流を含むサプライチェーンマネジメントに適⽤することを

想定する。 

現在の静脈データの流れを⾒ると、その利⽤者および⽤途が限定的であることがわ

かる（図 6）。排出事業者にとって⽇々の排出量は、収集処理にかかる費⽤の請求や減

量計画書の根拠として⽤いられるにとどまっている。収集処理費⽤は、固定制・変動

制があり、固定制の場合は、1 年間の収集量を⽬安に次年度の契約費⽤を定めるとい

うもので、⽇々の変動は意識されない。減量計画書の提出時期に近づくと、排出事業

者は、収集事業者に年間の収集量を問い合わせ、⼊⼿したデータを減量計画書に書き

込み⾏政に提出する。 

 

 

 
図 6 従来の特定事業⽤建築物の静脈データの流れ 

筆者作成 
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これに対し、本実証研究で構築しようとするシステム（図 7）は、クラウドのデータ

センターが、実世界の物質循環をつなげる役割を果たす 13。事業活動から出たごみ量

のデータが排出者あるいは収集事業者によって計量され、アプリ等の端末を⽤いて記

録されたデータが、データセンターに吸い上げられる。センターに蓄積されたデータ

が、マッピングされたり、グラフ化されたりすることで、（1）資源の賦存量が「⾒え

る化」され、静脈物流に関わる収集運搬事業者や処理事業者、あるいは製造業者が、

質の良い資源を獲得しようと動き出すと考えられる 14。SDGs やサーキュラーエコノ

ミー（CE）15 の動きが活発化されるにつれ、⽇本においても、⾷品メーカー、飲料メ

ーカー、化粧品メーカー等の⼤⼿企業が、商品にリサイクル材を積極的に⽤いること

を表明している 16。⽬標数値を掲げる企業も多く、今後リサイクル材のニーズは⾼ま

りを⾒せることが予想される。 

また、個々の排出事業者は、ごみ量に加え、CO2 の排出量（抑制量）やごみ処理費⽤

等、（2）これまで表⾯化されてこなかったごみのデータが「⾒える化」されることで、

減量意識や無駄の削減意識が芽⽣えることが期待される。さらに、（3）システム導⼊

の過程で、データの電⼦化・⾃動化が進むことから業務の効率化が進むことが想定さ

れる。 

 

 

 
図 7 本研究で提⽰する静脈データシステム 

筆者作成 

 

 
13 Cyber-Physical System (CPS)
を応⽤したイメージ。CPS の詳細
は、URC「Society 5.0」第 1 章を
参照 
 
 
14 （1）-（3）は、図 1「研究の
イメージ」に対応 
15 CE の詳細は、URC「Society 
5.0」第 3 章を参照 
16 例えば、キリンホールディング
ス「⽇本国内におけるリサイクル
樹脂の割合を 2027 年までに 50％
に⾼める」、サントリーグループ
「中期⽬標として 2025 年までに
国内清涼飲料事業における全ペッ
トボトル重量の半数以上に再⽣ペ
ット素材を使⽤していく」、ユニ
リーバ・ジャパン「2025 年までに
パッケージに使⽤するプラスチッ
クのうち少なくとも 25%を再⽣プ
ラスチックにする」など。農林⽔
産省の「プラスチック資源循環ア
クション宣⾔」も参考となる。
https://www.maff.go.jp/j/plastic
/torikumi.html 
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本システムで収集するデータは、表 2 で⽰す通り、排出量、資源の種類、排出者の

業種、発⽣場所等が想定される。排出者や業種等については、システム利⽤開始時に

登録され、⽇々の排出量と紐づけされる。こうしたデータが⾒える化されると、図 8

のように、資源の賦存量が種類別に発⽣場所にマッピングされる。つまり、いつ

（⽉・曜⽇）、どこで（地域）、誰が（業種・業態）、何を（資源）、どれぐらい（量）

排出するかを客観的に把握できるようになる。さらに、データの蓄積が⼀定程度進め

ば、ビッグデータとして排出量の予測も可能となり、未収集のデータ（例えば⼩規模

事業者のごみ量等）を補完したり、収集・処理・⽣産にかかるオペレーションの計画

に役⽴てたりすることもできるようになる。 

 
表 2 収集データの例 

項目 詳細 

排出量 種類別排出量（kg、ton） 

種類 
食品廃棄物、紙、プラスチック、PET ボトル、缶・ビン、段ボール、

廃油・・・ 

排出者 ○○商店 

排出者の事業規模 延べ床面積・在館人員 

発生場所 ○区○町○丁目 

回収場所 ステーション（他店舗と共用）、店舗・施設別、道路脇 

業種 17 
鮮魚小売業、菓子小売業、コンビニエンスストア、ラーメン店、

焼肉店、そば・うどん店、すし店、ハンバーガー店 

収集者 
○○興発（ペットボトル）、○○産業（食品廃棄物）、○○グリー

ン（一般廃棄物）、等 

処理者 ○○センター、○○興業、等 

処理方法 （食品廃棄物の場合）飼料化、たい肥化、バイオガス化、焼却 

最終処理の場所 ○○産業第一施設、 

・・・   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ⽇本標準産業分類表に基づく 
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図 8 福岡市内の静脈資源賦存量のマッピングイメージ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  
【上図】複数の資源の発⽣量をマ
ッピングしたイメージ。どの地域
でどの資源が発⽣しやすいかを把
握することや、業種別にソートす
ることで業種別の発⽣傾向の把握
が可能になる。 
【下図】排出量（ピンク）と資源
化量（緑）をマッピングしたとき
のイメージ。資源化率 100%であ
ればピンクと緑の円はぴったり合
致する。ピンク部分が資源化され
ていない資源の賦存量を⽰す。 

排出量 

資源化量 

新聞 

ダンボール 

雑誌 

機密書類 

その他紙 

食品廃棄物 

缶類 

ビン類 

プラスチック類 
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3.2. データシステム導⼊の効果 
ここで提案するシステムは、技術の導⼊が即、ごみ量の削減やリサイクル率の向上

を意味するものではない。⾔い換えれば、データの⾒える化という⼀段階⾼次のメタ

レベルから、⼈々の気づきやアクションを促し、結果として、より広範囲における減

量・リサイクルを進めるしくみの構築と⾔える。これを踏まえ、(1) 静脈資源の賦存

量の⾒える化、(2) ごみ・資源の詳細データの収集・解析、(3) 収集処理情報の電⼦化・

⾃動化のそれぞれの取り組みの結果として想定される効果を次に⽰す（表 3）。 

 

（1）静脈資源の賦存量の⾒える化 

 → ○ 静脈資源の市場価値の向上 

システムの導⼊により、静脈資源の賦存量がマッピングされ、どの地域にどのよう

な品⽬の静脈資源の集積があるかが明らかになる。これを元に、収集事業者は、通常

の収集運搬ルートと⾒⽐べながら効率的な回収が可能な賦存資源を探し、新規の顧客

開拓を進めることができる。これにより、従来焼却処分されていた静脈資源の資源化

が促進されることが予想される。収集事業者としては、より効率よく質の良い静脈資

源を回収したいという意思がはたらく。製造業者（メーカー）は、再⽣材の利⽤に積

極的に取り組み始めており、質の良い再⽣材を⼀定量確保するというインセンティブ

がはたらく。 

 

（2）ごみ・資源の詳細データの収集・解析 

 → ○ 適切なごみ減量・資源化対策の促進 

排出事業者の事前登録情報と⽇々の排出量に関するデータをリンクさせることで、

表 2 で⽰したようなデータの収集が可能となる。これらのごみ・資源の詳細データの

収集・解析が進むと、例えば、酒場での⽸・ビン資源化率が⾼い、〇区〇町からプラ

スチックの発⽣量・処分量が多い、すし店の⽣ごみ資源化率が⾼い等の傾向を特定す

ることが可能になる。こうした傾向が把握できた場合、資源化率の⾼い業種の特徴を

洗い出し、他の業種でも適⽤可能かといった検討につながる。個々の排出事業者にお

いては、ごみの排出傾向を⾷材等の仕⼊れ費⽤や売り上げデータと⽐較することで、

無駄の削減や業務効率の改善を図ることが期待される。ごみの排出量の同業他社との

⽐較が可能になることで、客観的に⾃社のごみの傾向を⾒直すことができる。また、

ごみの排出量と合わせて、ごみ処理費⽤の変動を⾒える化することも効果が期待でき

る。例えば、可燃ごみ中の紙類を 1％資源化することで、年間のごみ処理費⽤を 30 万

円削減できる、といった試算を提⽰することで分別を動機づける。 

データの蓄積が増えれば、ビッグデータとして AI による排出量予測を⽴てることも

できる。これにより、収集事業者にとっては効率的な回収が可能となり、処理事業者

にとっては、計画的な運営、施設の安定稼働が可能となる。⼀⽅で、制度的な限界か
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ら分析結果が活⽤されにくいケースも考えられる。例えば、排出事業者と収集事業者

のマッチングや効率的な収集運搬は、⾏政区域をまたぐ場合 19 や収集運搬エリアが固

定されている場合 20 などは適⽤が難しい。 

ごみの⾒える化が⾏政に与えるメリットとしては、科学的知⾒に基づいた適切な政

策形成やごみ処理計画が挙げられる。データに基づき、特定の業種・業態への指導・

相談も可能になり、優良事例の分析や⽔平展開の⽀援、優良事業者の表彰などインセ

ンティブ付与のしくみにも活⽤できる。特徴的な傾向を公表し、⺠間⽀援を促すこと

も考えられる。 

 

（3）情報収集・処理の電⼦化・⾃動化 

 → ○ 管理業務の効率化 

ごみに関する情報は、収集伝票や減量計画書など多くの情報がアナログで管理され

ている。予備調査でヒアリング調査を実施した収集事業者では、⼿書き伝票やレシー

トを⽬視で確認しながら、パソコンへの⼊⼒作業を⾏っており、そうした⼊⼒作業が

毎⽇ 2 時間程度発⽣していた。⾏政の管理業務としては、減量計画書の⼊⼒作業があ

る。減量計画書は、約 200 の記⼊項⽬があり、⼿書きや、パソコン⼊⼒したものであ

ってもファックスで提出されることから、データの⼿⼊⼒作業が発⽣する。約 5,000

棟分の減量計画書がデジタル化されることで、管理業務の⼤幅なコスト削減につなが

ることが考えられる。 

 
表 3 システム導⼊による効果 

導入技術 期待される効果 詳細【結果としてもたらされるもの】 関係者 

(1) 静脈資源の賦

存量の見える

化 

○  静脈資源の市場

価値の向上 

 資源の賦存量の見える化（マッピング）による静脈資源の市場獲得

競争の活性化 

収集事業者 

製造業者 

(2) ごみ・資源の

詳細データの

収集・解析 

○  適切なごみ減

量・資源化対策

の促進 

 ごみの見える化（ごみ量・処理費用・CO2排出量等）による再資源化

促進 
排出事業者 

 収集量の予測・収集作業の効率化 収集事業者 

 排出量予測による焼却炉等の施設計画 

 廃棄物データの信ぴょう性の向上と分析の自動化 
行政 

 食品ロス削減量、CO2削減量の見える化による SDGs への貢献 排出事業者 

(3) 情報収集・処

理の電子化・

自動化 

○  管理業務の効率

化 

 伝票整理等の事務処理にかかる時間・コスト削減 
収集事業者 

処理事業者 

 減量計画書データの管理業務の効率化 行政 

 減量計画書等の作成業務の効率化とオンライン提出 排出事業者 

 収集処理事業者の許可情報等の一元管理 

 マニフェスト管理の効率化 
行政 

 収集事業者の運搬実績報告書等作成の効率化 収集事業者 

 

 

19 ⽇本では、廃棄物の収集・運
搬、積み下ろしなど、それぞれに
活動する地域の所管⾃治体の許可
が必要であり、⾏政区域を超えた
活動には制限がある。 
20 福岡市では、⼀般廃棄物の収集
運搬許可業者のそれぞれの収集区
域が決まっている 
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3.3. データシステムの運営モデル 
データシステム（以降、システム）の事業化に⽋かせないのは、(i) システムの利⽤

者の確保、(ii) 継続的に利⽤されるオペレーションの設計、(iii) 運営者の特定と運営

費⽤の調達である。 

 

(i) システムの利⽤者の確保 
本研究のシステムの利⽤者は、図 7 の通り、⼩売店・飲⾷店等の排出事業者、飲⾷

店等を利⽤する消費者、収集事業者、処理事業者、⽣産者・製造業者、⾏政等が想定

される。実証研究等を通して、運⽤性や効果の検証を⾏い、事業化を⾒据えた、シス

テムの費⽤対効果の検証が必要となる。 

 

(ii) 継続的に利⽤されるオペレーションの確⽴ 
次に、システムの継続的なオペレーションの実現には、利⽤者の負担感を取り除き、

メリットが感じられるしくみが必要となる。負荷が少なく、メリットを感じられる⽅

法として、例えば、紙ベースで記録されている管理業務をデジタル化するなど、既存

の業務の置き換えがある。また、マニュアルで⾏われている集計業務を⾃動化するこ

とで業務の負担感を軽減することができる。さらに、計量未実施の事業者等について

は、計量のオペレーションが追加されつつも、⾒える化によるコスト削減等、何らか

の効果が感じられるようなシステム設計が求められる。 

 

(iii) 運営者の特定と運営費⽤の調達 
システム運営については、システムの開発者（⺠間の事業体）が利⽤者から費⽤を徴

収し運営を⾏うケース、あるいは⾏政等がシステムを購⼊あるいはリースし運営する

ケースなどが考えられる。維持運営の主体について、⺠間・⾏政、それぞれの利点を

次にあげる。 

本システムで取り扱う情報の特性上、⾏政は主な利⽤者の⼀⼈と考えられ、⾏政が

運営者になることも想定されるが、本システムが⽬指す「静脈資源の市場価値の向上」

には、システムの⽤途を⾏政⽬的に限定せず、オープンな形で活⽤されることが望ま

しい。⺠間が運営者となる場合、短期的に実施が可能であること、⾏政の所管や管理

品⽬（資源）にこだわらず個別の品⽬への対応が可能となる。 

このため、⺠間が運営することで、より汎⽤性の⾼いシステム設計を⾏いつつ、⾏政

の協⼒を得て規制等の権限利⽤による普及促進を図ることが理想的であると考える。

⾏政は、システム利⽤料⾦を⽀払うことで、データの統計利⽤やデータ分析による政

策的利⽤が可能になる。 

システム運営費⽤の調達⽅法としては、表 4 で⽰すマネタイズポイント 21 が想定さ

れる。継続的な研究を通して、いずれのステークホルダーが、どのようなサービスに

 

21 誰がどの時点でどのようにその
サービスにお⾦を⽀払うかという
収益事業化のポイント 
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対して⽀払意欲があるかについて検討することが求められる。排出事業者、収集事業

者、⽣産者・製造業者、⾏政らに対し、それぞれの条件を満たすサービスが提供され

た場合に、システム利⽤料⾦やデータの購⼊費⽤として⽀払いが⾒込まれる。 

 
表 4 

想想定定さされれるるママネネタタイイズズポポイインントト  条条件件  

（1）排出事業者がシステム利用料金を支払う ごみの削減効果・業務効率化＞利用料金  

（2）収集運搬事業者がデータを購入する マーケティングに活用可能なデータ提示 

（3）生産者・製造業者がデータを購入する 質の高いリサイクル材調達に資する情報提供 

（4）行政がシステム利用料金を支払う 
現況の業務コストを上回る費用対効果の創出、ごみの

削減効果 

 

 

4. まとめ 

以上の通り、ごみのデータシステム導⼊の意義、導⼊による効果、課題について考察

を⾏った。今後、ここで明らかになった研究成果を基に、関係者と連携し、実証化に

向けて始動することが求められる。 

これまで注⽬を浴びてこなかった静脈資源のデータは、SDGs や CE 等の世界的な潮

流や従来から抱える最終処分場の延命化の問題と相まって、今後⾼い価値を持つよう

になると考えられる。しかし、こうした考え⽅はまだまだ国内では主流とは⾔えない。

資源循環をいかに経済の主流に乗せるかという議論が本格的に進む欧州等の企業が、

⽇本の静脈資源データに⽬を付ける⽇もそう遠くないのではないか。こうした危機感

を持って、今後も本研究を進めていきたい。 
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